
あ
な
た
の
街
の

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
身
近
な
事
柄
を
取
り

上
げ
、
法
律
の
面
か
ら
弁
護
士
が
解
説
し

ま
す
。
今
回
は
、
「
給
料
・
残
業
」
に
つ

い
て
で
す
。

　

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
７
７

法法
律律
相相
談談

～第８回～

Ａ
）
通
常
の
雇
用
契
約
で
あ
れ
ば
、
残
業

代
を
払
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
よ
う
な
慣
行
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
法
律
違
反
で
あ
っ
て
、
法
律
に
基
づ

い
て
計
算
さ
れ
た
金
額
の
残
業
代
を
支

払
っ
て
も
ら
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
長
が

残
業
代
ゼ
ロ
と
言
っ
て
も
法
律
の
世
界
で

は
通
ら
な
い
の
で
す
。

Ｑ
）
毎
日
残
業
を
し
て
い
ま
す
が
、
社
長

が
「
う
ち
の
会
社
は
残
業
代
は
な
い
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。

　
　

（
文
責
：
弁
護
士　

十と
し
な
い
枝
内　

亘わ
た
る

）

弁
護
士
法
人
十
枝
内
総
合
法
律
事
務
所

☎
㉑
４
０
０
５

Ｑ
）
社
長
が
突
然
「
今
月
か
ら
給
料
を
減

額
す
る
」
と
言
い
出
し
ま
し
た
。

Ａ
）
給
料
の
減
額
は
、
①
給
与
規
程
が
変

更
さ
れ
、
変
更
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
く

場
合
、
②
本
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
な
ど
、

限
ら
れ
た
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

仕
事
の
ミ
ス
な
ど
を
理
由
と
す
る
減
給
処

分
も
簡
単
に
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
一
方

的
な
給
料
の
減
額
は
か
な
り
難
し
い
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

Ａ
）
会
社
を
辞
め
て
も
請
求
で
き
ま
す
が
、

給
料
な
ど
に
は
２
年
の
時
効
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
平
成
25
年
７
月
に
請
求
す
る
な

ら
、
支
払
日
が
平
成
23
年
７
月
以
降
の
給

料
・
残
業
代
だ
け
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

必
ず
問
題
に
な
る
の
が
残
業
時
間
の
証
拠

で
す
。
普
段
か
ら
タ
イ
ム
カ
ー
ド
を
コ

ピ
ー
し
た
り
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
が
な
い
会

社
な
ら
出
社
・
退
社
時
刻
を
手
帳
に
メ
モ

す
る
と
い
っ
た
予
防
策
を
お
勧
め
し
ま
す
。

Ｑ
）
会
社
を
辞
め
た
あ
と
で
も
、
未
払
い

の
給
料
・
残
業
代
を
請
求
で
き
ま
す
か
。

Ｑ
）
辞
め
る
と
き
に
「
今
後
残
業
代
を
請

求
し
な
い
」
と
の
確
認
書
に
署
名
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。

Ａ
）
こ
の
よ
う
な
書
面
に
署
名
す
る
と
、

残
業
代
を
請
求
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
署
名
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

内
容
を
よ
く
確
認
し
、
安
易
に
署
名
し
な

い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
）
社
長
が
給
料
・
残
業
代
を
払
わ
な
い

の
一
点
張
り
で
す
。

Ａ
）
ま
ず
は
労
働
基
準
監
督
署
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。
労
基
署
が
会
社
に
対
し
指
導

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
ら
ち

が
明
か
な
い
場
合
は
、
訴
訟
・
労
働
審
判

を
行
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

十和田
産品

わたし
たちが

作って
ます

十和田湖増殖漁業
協同組合・組合長

小
こばやし

林 義
よし み

美 さん

　ひめます漁はいつから始めましたか？
　宇樽部出身なので、小さい頃から父に連れられ
て漁に行っていました。ひめます漁でもうかるこ
とはほとんどありませんが、受け継いでいくとい
うことはとても大事だと思っています。
　ひめます漁はどのように行いますか？
　ひめますの回遊性を利用して、網にかかるのを
待つ「さし網漁」という方法です。
　毎朝４～５時には、仕掛けておいた網にかかっ
ているひめますを捕りにいきます。網を引っ張る
とキラキラと銀色に光るひめますが見え、思わず
笑顔になります。
　「十和田湖ひめます」はどのような存在ですか？
　単なる魚・食材としてだけではなく、観光資源
としての役割があると思います。観光地はお客さ
んが来なければ意味がない。漁師がいないとひめ
ますも捕れないし、ひめますがなくなったら観光

資源が減ります。だから観光地に住む我々が、資
源を生かして活路を開かなければなりません。特
にひめますは、どこにでもすむ魚ではないし、資
源管理がとても難しい魚。まさに幻の魚です。青
森・秋田両県にまたがる「宝」ですね。
　今後の豊富を教えてください。
　漁協では、「大間のまぐろ」や「大鰐温泉もや
し」のように、地名を生かして「十和田湖ひめま
す」という名で地域団体商標登録を目指していま
す。現在、「十和田湖ひめます」をブランド化し
盛り上げようと、たくさんのかたが応援していま
す。魚をブランド化するだけではなく、漁協とし
ても、漁業方法や冷凍技術、加工技術など、さま
ざま勉強をして、付加価値を高める方法も学んで
いきたいと思います。
問とわだ産品販売戦略課☎516743

第15回
十和田湖ひめます
十和田湖の名産・幻の魚

　食べられる魚が一匹もすんでいなかった十和田湖
に明治36年、養殖に成功した和井内貞行さんが放流
したのが始まり。現在、十和田湖増
殖漁業協同組合がふ化事業を行って
います。まったく臭みがなく、甘み
があり、刺身や塩焼きがおすすめ♪

　昭和18年生まれ。
林業に従事しつつ、
十和田湖ひめます漁
業や資源管理に努め
ています。

×捕
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